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感染症に関する症状や感染予防、検査方法等について、専従スタッフによる助言や情報提供が受けられます。

ワクチン接種に関する質問を受け付けます。副反応や有効性・安全性など医療関連の相談は、山口県ワクチン接種専
門相談センター（☎︎ 083-902-2277、毎日24 時間対応）へ。 ☎ 0570-050-062【平日 8:30 〜 17:15】

▪山口県受診相談センター

▪山陽小野田市ワクチン接種コールセンター

感染予防・健康に関する相談・ワクチンに関する相談等について、受け付けています。

♯7700（IP 電話、ひかり電話など  ☎083-902-2510）【毎日 24 時間対応】

◉健康増進課　☎ 71-1814　FAX 39-5624【平日 8:30 〜17:15】
▪市の健康相談窓口

※ 2回目を 3・4・5月に接種した医療機関等の従事者
　⇒勤務先で接種が受けられる場合がありますので、勤務先にご確認ください。
※退職された人で、以前接種された医療機関での接種が困難な場合は、今後接種会場を準備します。

※ 2回目を 5月に接種した介護施設入所者および療養病床入院中の高齢者
　⇒接種会場については、入所している施設および入院中の医療機関にご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

新型コロナワクチン追加接種（3回目接種）が始まります
　市では、3 回目の接種に向けて、新型コロナワクチンの 2 回目を 3・4・5 月に接種した人を対
象に、11 月 22 日に接種券等を発送しました。ご自宅に白色の封筒が届いた人は同封のチラシを
ご確認ください。（2 回目を 6 月以降に接種した人は、令和 4 年 1 月下旬以降順次発送予定です。）
　また、市外で接種する場合も、今回送付した接種券一体型の予診票を使用してください。
　接種会場については、決まり次第広報等でお知らせします。

◉令和 3 年 3 月以降に転入された人（転入前に 2 回目接種が済んでいる人）

　本来は、3 回目の予診票等は住所地から発送されますが、2 回目接種後に転入された人
については、転入前の接種状況をもとに本市の予診票等を発行する必要があります。
　2 回目のワクチン接種後に転入された人は、お手元に接種済証をご準備の上、健康増進
課（☎ 71-1814）にご連絡ください。

基本的な感染対策をしましょう

❶マスクの着用。
❷人と人との
　距離の確保。

❸手洗い（30 秒）・
手指消毒（15 秒以
上アルコールでぬ
れている量）。

❹換気（30 分に 1 回程
度、部屋の空気が入れ
替わるよう外気を取
り入れる）。

❺近距離（1ｍ）での会話を
しない。大声を出さない。

❻症状がある場合は外出
を控え、早めに受診する。


